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第６章 都市機能及び 

居住を誘導するための施策 
 

都市機能誘導区域・居住誘導区域への都市機能及び居住の誘導を行うための施策を整理しま

す。 

 

１．誘導施策 

 

立地適正化計画では、都市機能誘導区域・誘導施設、居住誘導区域の設定をもとに、届出制

度を適切に運用することで、緩やかな誘導を図っていくことを基本としますが、それらの誘導を促

進するための各種施策をあわせて実施することで、計画の実効性を高めていきます。 

それら誘導施策の整理にあたっては、まちづくりの方針で掲げた「都市機能誘導」「居住誘導」

「公共交通ネットワーク」の３つに大別して整理します。 

なお、計画期間は2038（令和20）年度ですが、計画期間までに都市機能の誘導や居住の誘導

を図っていくため、施策は概ね10年以内に実施する施策を整理し、今後見直しの際に施策も見直

していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

⇒都市機能誘導に係る施策により具体化 

⇒居住誘導に係る施策により具体化 

⇒公共交通に係る施策により具体化 
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市の中⼼市街地である取⼿駅周辺地区で
は、様々な活動を促す都市機能の集積と交
通結節機能の向上により、便利で魅⼒的な
街なかを形成する 

地域の中⼼的役割を持つ藤代駅周辺地区
や⼾頭駅周辺地区については、地域住⺠に
とって利便性・快適性を備えた街なかを形
成する 

取⼿駅周辺地区と緊密に連携する桑原周
辺地区に新たな活⼒を創出する産業・商業
拠点を形成する 

⽣活利便性が⾼いエリアを基本に居住の
誘導を図り、⽣活利便性の持続的な確保を
図るとともに、歩きたくなる環境をつくる

街なかへの居住の誘導による、市街化区域
郊外部や集落地域における⾃然と共⽣し
たゆとりある住環境の形成 

⼤規模企業⽤地の継続や就業⼈⼝の確保
により、職住近接の環境を形成 

災害リスクを有する箇所での居住の抑制
や防災対策の充実、空き家対策等により暮
らしの安全性を確保する 

街なかや主要な施設などに移動できる公
共交通ネットワークの維持・充実 

⾼齢化に伴い増加する交通弱者などの移
動⼿段として、ニーズに合った利便性の⾼
い公共交通を確保 

取⼿駅⻄⼝地区における市街地開発
事業の推進 

⼾頭住宅団地再⽣事業 

桑原地区活⼒創造拠点整備事業 

藤代駅北⼝地区交通安全施設整備事
業 

定住化促進に向けた⽀援制度の拡充
（住ま⼊る⽀援プランの拡充） 

都市農業と共⽣した⽥園住居地域の
創出 

居住誘導区域外における届出制度の
運⽤ 

空き家活⽤地域賑わい拠点整備事業
（まちの寺⼦屋整備事業） 

公共交通ネットワークの維持・充実の
ための⽀援 

公共交通共通パス・IC カードの導⼊
検討 

誘導施設の⽴地⽀援 

「低未利⽤⼟地利⽤権利設定等促進
計画」や「⽴地誘導促進施設協定」の
活⽤検討
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（１）都市機能誘導に係る施策 

取⼿駅⻄⼝地区における市街地開発事業の推進
都市機能誘導区域として位置づけた取⼿駅周辺地区においては、既に集積している多く

の都市機能を維持しつつ、新たな都市機能の誘導を図り、市の中⼼拠点としての機能を果
たすべく、現在進めている⼟地区画整理事業による都市基盤整備にあわせて、市街地再開
発事業により、都市機能の集積を進めていくものとします。 

そのため、「取⼿駅北⼟地区画整理事業」により、拠点機能の重要な役割を担う交通結節
機能（交通広場）や来街者が安全・快適に市街地を回遊できる歩⾏空間機能の整備を進める
とともに、市街地再開発事業等により、都⼼居住機能をはじめ医療等の新たな都市機能や
市⺠の交流機能、⼦育て⽀援機能等の更なる充実を図っていくものとします。 

①取⼿駅北⼟地区画整理事業                             

取⼿駅⻄⼝周辺地区の駅前にふさわしい⼟地の⾼度利⽤を進めるための都市基盤整備
を⽬的に 1993（平成 5）年度に事業着⼿し進めている事業で、これまでに約 83％（総
事業費ベース）が進捗し（2018（平成 30）年 3 ⽉）、主な都市機能としては、「サイク
ルステーション（駐輪場）」や「歩⾏者デッキ」などの交通施設のほか、市⺠の交流と健
康づくりの拠点となる「ウェルネスプラザ」や「医療モール」などが、区画整理事業と⼀
体となって整備され、「健康・医療・福祉、そして環境」をコンセプトとしたまちづくり
を進めているところです。 

今後は、2022（令和 4）年度の完了をめざして、市街地再開発事業が予定されている
A 街区の都市基盤整備と交通広場の整備を進めていきます。  
<施⾏区域⾯積> 約 6.5ha  
<施⾏期間>   1993（平成 5）年度〜2022（令和 4）年度 

 
<交通広場⾯積> 約 7,000 ㎡（内嵩上げ式広場：約 1,500 ㎡） 

 
<対象区域>   取⼿駅周辺都市機能誘導区域内 

 

■宅地造成進捗状況図 

継続
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②取⼿駅⻄⼝ A 街区第⼀種市街地再開発事業                     

取⼿駅北⼟地区画整理事業施⾏区域内の A 街区（約 0.7ha）において、市街地再開発
事業が計画され、関係権利者と事業協⼒者による検討が進められています。 

商業施設や公共・公益施設等による「市⺠サービス機能」や⼈々が滞留する広場を核と
する「都市環境機能」、訪れた来街者が安全に回遊できる「歩⾏空間機能」、そして⾼層住
宅による「都⼼居住機能」などの集積を市街地再開発事業により実現を図るもので、2024
（令和 6）年度の完成を⽬指します。  
<施⾏区域⾯積> 約 0.7ha  
<主な都市機能と施設> 

取⼿駅⻄⼝ A 街区再開発基本構想（2017（平成 29）年度）に基づく主な都市機能
は以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＜対象区域＞ 取⼿駅周辺都市機能誘導区域内 

  

市⺠サービス機能（⼦育て⽀援施設・地
域交流施設・商業） 

市⺠や来街者の利便性を⾼める公共公益施
設等、市⺠サービス機能を配置。あわせてま
ちの賑わいを⽣み出す商業機能を配置。

都市環境機能（⽂化芸術・商業） 
緑化空間を創出し、オープンテラスを備え

た飲⾷店や屋外ギャラリー機能を配置。また
ファサードの統⼀による都市景観の創出。 

都⼼居住機能 
駅と結ばれ通勤や通学に便利な都市型住宅を

配置。 

歩⾏空間（ペデストリアンデッキ・歩道） 
駅⻄⼝と結ばれる既設のペデストリアンデッ

キと連続して、敷地内歩⾏空間を配置。 

■A 街区の機能の概念図 
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藤代駅北⼝地区交通安全施設整備事業

藤代駅周辺地区には、⾏政機能や図書館、公⺠館などの教育・⽂化機能、⼦育て⽀援機
能などが集積し、藤代駅北⼝は、鉄道はもとよりバス交通による来街者が周辺の各種都
市施設に訪れる発着地となっています。 

そうしたことから、公共交通等を利⽤して訪れた⼈々が歩いて安全・快適に各種都市
機能を享受できる環境を整えることが必要であり、歩⾞分離となる歩⾏空間の整備を推
進します。 

路線バスやコミュニティバスの発着となる交通広場は 2018（平成 30）年度に完了し、
今後は、茨城県等の関係機関との連携を図りつつ、北⼝周辺の道路整備事業にあわせた
歩⾏空間の確保等交通安全施設の整備を推進します。  
<対象区域> 藤代駅周辺都市機能誘導区域内 

  

■藤代駅北口整備計画図 

継続

取手市役所（藤代庁舎） 
子育て支援センター 

藤代公民館 

藤代図書館 
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⼾頭住宅団地再⽣事業 

⼾頭住宅団地（⼾頭⼀丁⽬〜九丁⽬）は、昭和 40 年代後半に現在の UR 都市機構によ
り整備され、2015（平成 27）年現在の⼈⼝は 9,138 ⼈、世帯数は 4,087 世帯の住宅団地
です。 

地域内には、⼩中学校や保育所・幼稚園をはじめ商業、医療、福祉機能等が⼀定程度集
積し、住宅団地内住⺠をはじめ近隣住⺠の⽣活の拠点となっています。 

しかし、今後の⼈⼝動態をみると、2035（令和 17）年には約 7,161 ⼈、4,004 世帯
にまで減少し、⾼齢化率も約 40％に達すると推計されており、現在地域住⺠の⽣活を⽀
えている都市機能を維持し、⽣活利便性を確保していく必要があります。 

そうしたことから、区域内及び周辺地域の地域資源を活かして「多彩な魅⼒のなかで誰
もが健康的に過ごせる歩いて楽しいまち“⼾頭”」をテーマに、「若い世代が住みたくなる
環境づくり」「⾼齢者が住み慣れた地域で安⼼して住み続けられる環境づくり」「⼈々を惹
きつけ呼び込む地域の付加価値づくり」を基本⽅針とした団地再⽣事業を進めます。 

 
●地域資源のネットワーク化 

地域内の歴史、アート、⾃然等の資源の魅⼒化とそれらを有機的に結ぶ歩⾏ネットワ
ーク化を進めます。 

●⾼齢者を地域でサポートする体制づくり 
⾼齢者の買い物等の外出機会を確保するボランティア活動を⽀援し、「団地タクシー」
等の取り組みを進めます。 

●地域の活性化に向けた有効活⽤検討地への都市機能の誘導 
◇旧⼾頭⻄⼩学校・・・市⺠交流施設、地域防災施設、教育⽂化施設等の整備 
◇旧⼾頭終末処理場・・公園と⼀体となった商業施設、公共公益施設の整備 
◇⼾頭団地（UR 賃貸エリア）の⼀部・・・医療・福祉連携施設、⼦育て施設、市⺠

交流施設 
●居住促進に向けた⽀援 

⼦育て世代をはじめとした若い世代の定住促進を図るため、空き家等を活⽤してアー
ティストの滞在や居住を促進し、地域に開かれた交流の場の創出を図ります。  

＜対象区域＞ ⼾頭駅周辺都市機能誘導区域内 

  

■まちづくり方針図 ■団地タクシーイメージ 

新規
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桑原地区活⼒創造拠点整備事業 

新規活⼒創造拠点として位置づけた「桑原地区」は、取⼿駅から概ね２km の距離にあ
り、都市計画道路環状線で中⼼拠点である取⼿駅周辺地区と結ばれた区域です。取⼿駅
周辺地区は、少⼦・⾼齢社会に対応し、その交通利便性を活かして「健康・医療・福祉、
そして環境」をコンセプトとしたまちづくりを進める⼀⽅、桑原地区については、時間消
費型商業機能を核として、雇⽤や来街者の増加等による地域経済の活性化を図ることを
⽬的とするものであり、約 68ha の区域に商業施設を核としつつ、⾃然空間を活⽤した
野外活動機能や隣接した河川空間と⼀体となった親⽔機能、地元企業や産業と連携した
シティプロモーション機能、茨城県内等の観光・産業等のインフォメーション機能を整
備するものです。 

現在は、⼟地区画整理事業に向けて関係権利者及び事業協⼒者により事業計画⽴案に向
けた検討を進めており、拠点化の実現に向けて事業を推進します。  

  ＜対象区域＞ 新規活⼒創造拠点 

  

■将来土地利用ゾーニング図 

出典：桑原周辺地区土地利用基本構想（取手市） 

継続
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誘導施設の⽴地⽀援 

各都市機能誘導区域において設定した誘導施設の⽴地については、国において⼀定の
条件に該当する場合に⽀援制度を設けており、取⼿市においてもこうした⽀援制度を活
⽤しつつ誘導施設の⽴地を推進します。 

 
＜対象区域＞ 都市機能誘導区域内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

【都市機能⽴地⽀援事業】    【都市再構築戦略事業】 
概要 
 
 
 
 
 
 
 
対象区域 

 
 
 
 
 
 
 
対象施設 

 
 
 
 
補助率・額 

・⽣活に必要な都市機能を都市機能誘導区
域内へ誘導するため、都市機能整備を⾏
う⺠間事業者に対し市町村による⽀援
＋国から直接⽀援 

・⺠間事業者に対する公有地等賃料の減免
額や固定資産税等の減免額等を地⽅公共
団体からの⽀援として取り扱うことによ
り、国から直接⽀援を⾏うことが可能

・市町村が⾃ら事業を実施する場合（ま
たは⺠間事業者等の整備費を⼀部負
担する場合）に社会資本整備総合交付
⾦（都市再⽣整備計画）によって⽀援

中心拠点区域 

・⼈⼝集中地区（DID）内 
・鉄道・地下鉄駅から半径１km の

範囲内、⼜は基幹的バス停留所か
ら半径 500ｍの範囲内 

・公共⽤地率 15％以上 

生活拠点区域 

・中⼼拠点区域に接続するバス・鉄軌道
の停留所・停⾞場から半径 100ｍの範
囲内 

・中⼼拠点区域の中⼼から半径５km の
範囲内 

・市街化区域内

中心拠点誘導施設 

・医療施設    ・社会福祉施設 
・教育⽂化施設  ・⼦育て⽀援施設  ・体育施設 

生活拠点誘導施設 

・医療施設 
・地域交流センター 

都市機能立地支援事業 

・（A）と（B）のいずれか低い額 
 

都市再構築戦略事業 

・⽴地適正化計画に定められた、都市機
能誘導区域内の誘導施設の整備事業
については、交付率 40％→50％に嵩
上げ 

■都市機能立地支援事業及び都市再構築戦略事業の概要 

新規
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（２）居住誘導に係る施策 

定住化促進に向けた⽀援制度の拡充（住ま⼊る⽀援プランの拡充）

現在本市において⾏われている定住化促進住宅補助制度「とりで住ま⼊る（スマイル）
⽀援プラン」では、住宅の取得やリノベーション、シニア世帯の持ち家活⽤等に対しての
⽀援を⾏っています。 

今後、居住誘導区域内への更なる定住化促進を図るため、⽀援対象の⾒直しと拡充につ
いて検討を進めます。  
＜対象区域＞ 居住誘導区域内 

 

空き家活⽤地域賑わい拠点整備事業（まちの寺⼦屋整備事業）

今後の⼈⼝減少社会の進展に伴って、既存の住宅地における空き家や空き地の増加と
地域コミュニティの維持が課題となっています。 

そうしたことから、住宅地における空き家・空き地をリノベーションし、地域の交流施
設等への活⽤を促進するための⽀援事業を進めます。 

そこで、空き家を活⽤して、地域住⺠の家庭菜園等による野菜販売や地域住⺠を講師
とした⽣涯学習活動、地域住⺠が気軽に⽴ち寄ることができる溜り空間づくり、アーテ
ィスト等による創作活動とギャラリーなどを展開することにより、地域住⺠のコミュニ
ティ形成と⾼齢者等の外出機会の創出並びに⼦育て世代等のコミュニケーションづくり
を進め、住宅市街地の魅⼒化による定住化促進を図ります。  
<対象区域> 居住誘導区域内 

 
 

  

1.住宅取得補助⾦（⻑期優良住宅に認定
された新築住宅または⼀定の住宅性能
が表⽰された新築マンションの取得） 

2.住宅リノベーション補助⾦（購⼊した
中古住宅の改修・増築または世帯員増
加に対応するための改修・増築）  

3.シニア世帯の持ち家活⽤による住み替
え⽀援補助⾦（貸主がシニア世帯、借主
が⼦育て世帯の賃貸借契約）

■とりで住ま入る（スマイル）支援プラン概要 

■取組イメージ図 

⾦融機関か
らの 

借⼊額 3％
上限 40 万

円 

⼦どものいる
世帯 5 万円 

市内就業世帯
5 万円 

50 万円

（補助額） （加算額） 

（加算額） 
（補助限度額）

＝ 

+

+

〇住宅取得補助⾦の場合 

出典：空き家再生等推進事業の概要
（国土交通省）

継続
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「低未利⽤⼟地利⽤権利設定等促進計画」や「⽴地誘導促進施設協定」の活⽤検討 
既に発⽣したスポンジ化への対処として低未利⽤⼟地の解消に向けた取組や、まだス

ポンジ化が顕在化していない地域での予防措置としてエリア価値の維持・向上に向けた
取組などを積極的に推進するため、今後、「低未利⽤⼟地利⽤権利設定等促進計画」や「⽴
地誘導促進施設協定」の活⽤についても検討します。  
＜対象区域＞ 都市機能誘導区域内、居住誘導区域内  
１．低未利⽤⼟地の有効活⽤と適正管理のための指針 
（１）低未利⽤⼟地利⽤等指針 

空き地・空き家等の低未利⽤⼟地が時間的・空間的にランダムに発⽣する都市のス
ポンジ化問題に対応するため、低未利⽤⼟地に対しては、適切な管理を促すだけでは
なく、有効利⽤を促します。  

利
⽤ 

・オープンカフェや広場など、商業施設、医療施設等の利⽤者の利便を⾼める施
設や、その地域に不⾜するパブリックスペース（交流施設、交流広場、緑地等）
としての利⽤を推奨する 

・リノベーションによる既存住宅の再⽣及び良好な居住環境整備のための敷地
統合等による利⽤を推奨する 

管
理 

空き家 ：定期的な空気の⼊れ換え等の適切な清掃を⾏うこと 
空き地等：雑草の繁茂及び害⾍の発⽣を予防するための定期的な除草や、不法投

棄等を予防するための適切な措置を講じ、適切な管理を⾏うこと 
 

（２）低未利⽤⼟地権利設定等促進事業区域 
＜低未利⽤⼟地権利設定等促進事業区域＞ 都市機能誘導区域⼜は居住誘導区域 
＜低未利⽤⼟地権利設定等促進事業に関する事項＞ 

促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 
⽴地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設 

                居住誘導区域における住宅 等  
２．⽴地誘導促進施設協定に関する事項 
（１）⽴地誘導促進施設の⼀体的な整備⼜は管理が必要となると認められる区域 

都市機能誘導区域⼜は居住誘導区域 
（２）⽴地誘導促進施設の⼀体的な整備⼜は管理に関する事項 

居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区域内の⼀団の⼟
地の所有者及び借地権等を有する者は、以下の施設の⼀体的な整備⼜は管理を適切に
⾏うこととします。 

種
類 

広場、広告塔、並⽊など、居住者、来訪者⼜は滞在者の利便の増進に寄与する施
設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘
導施設の⽴地の誘導の促進に資するもの 

 

  

■立地誘導促進施設協定活用イメージ ■低未利用土地権利設定等促進計画活用イメージ 

出典：都市のスポンジ化対策活用スタディ集（国土交通省） 
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都市農業と共⽣した⽥園住居地域の創出

市街化区域内の居住誘導区域外の区域は、農地が介在する既存の集落地域や農地と住
宅が混在する⾵景が広がり、両者が調和して良好な居住環境と営農環境が形成されてい
ます。こうした地域においては、⼩規模開発等によるスプロールを未然に防ぎ、営農環境
を保全していく必要があります。 

こうしたことを背景に、市街化区域に定める⽤途地域に「⽥園住居地域」が新たに加わ
り、これまで低層住居専⽤地域に許容されていた建築物に加えて、農業⽤施設や農産物
直売所、農家レストラン等の建築が許容されました。 

取⼿市においても、居住誘導区域外の市街化区域については、都市農地の持つ環境機
能に着⽬し、また、地産地消等の促進による農業⽣産性や市⺠の健康意識の向上を⽬的
として、都市計画⽤途地域に⽥園住居地域の指定を検討します。  

<対象区域> 市街化区域内の居住誘導区域外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域外における届出制度の運⽤

居住誘導区域外における住宅
の⽴地動向を把握するとともに、
まちづくりの⽅針などの情報提
供・調整などを⾏う機会として活
⽤するため、都市再⽣特別措置法
に基づく届け出対象及び必要に
応じて条例に定めるものについ
て、計画で定めた居住誘導区域外
において届出制度を運⽤します。  
<対象区域> 居住誘導区域外 

  

■制度概要 

出典：都市緑地法等の一部を改正する法
律の施行について（国土交通省） 

新規

新規

■届出の対象 

開
発
⾏
為 

①3 ⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為 
②1 ⼾⼜は 2 ⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、その

規模が 1,000 ㎡以上のもの 
③住宅以外で、⼈の居住の⽤に供する建築物として条例で

定めたものの建築⽬的で⾏う開発⾏為(寄宿舎や有料⽼
⼈ホーム等)

建
築
等
⾏
為 

①3 ⼾以上の住宅を新築しようとする場合 
②⼈の居住の⽤に供する建築物として条例で定めたもの

を新築しようとする場合（寄宿舎や有料⽼⼈ホーム等）
③建築物を改築し、⼜は建築物の⽤途を変更して住宅等

（①、②）とする場合
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（３）公共交通に係る施策 

公共交通ネットワークの維持・充実のための⽀援

基幹的公共交通軸に位置づけられた
取⼿駅や藤代駅を発着として複数市町
村間を運⾏するバス路線の維持を図る
ため、国・県・沿線市と協⼒して、複数
市間を運⾏する地域間幹線系統として
広域的に必要なバス路線の運⾏に対
し、運⾏経費の負担を⾏っていきます。
また、拠点である取⼿駅や藤代駅から
桑原地区を結ぶ公共交通路線を検討す
るとともに、現在基幹的な公共交通と
なっていない藤代駅と桜が丘を結ぶ路
線の拡充について検討を⾏います。 

さらに、現在公共交通ネットワーク
がない既存集落区域等について、地域
の利⽤特性にみあった交通⼿段の検討
を⾏います。  

＜対象区域＞ 市内全域 

 

公共交通共通パス・IC カードの導⼊検討

市⺠が利便性良く各種都市機能を享受するためには、路線バスや鉄道、コミュニティ
バス等の公共交通機関を継ぎ⽬なく利⽤できる環境が必要であり、特に、⾼齢者等の外
出機会を増やし健康増進を図るためには、⾼齢者等にもわかりやすい乗り継ぎが必要と
考えられます。 

こうしたことから、鉄道事業者やバ
ス事業者等と連携して、市内の「公共交
通共通パス」の導⼊について検討を進
めることとします。 

現在は、路線バス、鉄道、コミュニテ
ィバスがそれぞれ⾼齢者等を対象とし
た割引パスを発⾏し、⾼齢者等の利便
性を⾼めているところですが、各公共
交通機関を共通して利⽤できるパスの
発⾏により、公共交通の利⽤促進を図
ります。 

また、現在、⼀部の路線バスやコミュ
ニティバスでは料⾦箱による現⾦決済
となっていますが、交通系 IC カードの
導⼊により、区間内乗降客数の把握、決
済処理速度の向上による乗降時間の短
縮、運転⼿の負担軽減等により、安定し
たバスの運⾏が期待できることから、
導⼊について事業者と検討していきま
す。 

<対象区域> 市内全域 
  

■都市の骨格構造のイメージ 

■取組イメージ図 

継続
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（４）施策の実施スケジュール 

分
類 

施策 
前期 後期 
～5年 5～10年 

都
市
機
能
誘
導
に
係
る
施
策 

取⼿駅⻄⼝地区における市街地開発事業の推進 

  

藤代駅北⼝地区交通安全施設整備事業 

  

⼾頭住宅団地再⽣事業 

  

桑原地区活⼒創造拠点整備事業 

  

誘導施設の⽴地⽀援 

  

居
住
誘
導
に
係
る
施
策 

定住化促進に向けた⽀援制度の拡充 
（住ま⼊る⽀援プランの拡充） 

  

空き家活⽤地域賑わい拠点整備事業 
（まちの寺⼦屋整備事業） 

  

「低未利⽤⼟地利⽤権利設定等促進計画」や 
「⽴地誘導促進施設協定」の活⽤検討 

  

都市農業と共⽣した⽥園住居地域の創出 

  

居住誘導区域外における届出制度の運⽤ 

  

公
共
交
通
に
係
る
施
策

公共交通ネットワークの維持・充実のための⽀援 

  

公共交通共通パス・IC カードの導⼊検討 
  

 

取⼿駅北⼟地区画整理事業 

取⼿駅⻄⼝ A 街区第⼀種
市街地再開発事業 

調査・検討 
必要に応じて 
都市計画決定 

拡充について⾒直し 

⽀援 

公共交通事業者と検討 

運⽤ 

調査・検討 

必要に応じて 
計画・協定策定


